






















 

様式第１号（第５条関係） 

奨学金貸与申請書 
フリガナ  男 

・ 

女 

在学学校 

氏  名  

生年月日 年   月   日生 

現住所 

※持家区分： 自宅 ・ 借家 ・ 社宅 ・ 借間 ・ その他（      ） 

〒          御殿場市 

方書・アパート名等 電話番号 

家 

族 

続柄 氏名 年齢 職業等 年収（税込） 個人番号 

本人                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

※単身赴任している家族もご記入ください。 

奨学金希望の具体的理由 家族の状況や経済的な理由等（保護者の勤務先の経営悪化、各種ローンの有無等）をできるだけ詳しく記入
してください。また、志望理由・学業への意欲と、志望校在学中にかかる費用の見通し等も記入してくださ
い。 

 

 志 望 校   学部  学科 

 就学期間 
年  月から 

年  月まで 年間 志望校の学費総額の見通し     円 

御殿場市育英奨学金の貸与を受けたいので署名して申請します。 
なお、奨学生として選抜された上は学業に励み、人格の向上に努め、奨学生としての本分を 

尽くすことを誓約いたします。 
 

  御殿場市教育委員会 様         令和   年   月   日 
 

本人                      （自署） 

保護者 

氏 名  続柄  
生年月日 

現住所  
年   月   日生 

日中連絡のつく電話番号 

本 籍   

※記入上の注意 ・生徒または学生本人で記入して書類作成してください。 
・※印のところは、該当のものを○で囲むこと。 

  

個人番号は 

記入不要です 



 

 

 
 

所得状況等の確認に関する同意書 
 
 

御殿場市育英奨学金貸与申請のために、所得の状況及び市税の納付状況を、公簿（市
税の課税台帳、納税資料、住民基本台帳）により、御殿場市教育委員会が確認することに
同意します。 
また、公簿により確認できない場合は、関係書類を提出いたします。 

 
 

令和   年   月   日   
 
御殿場市教育委員会 様 

 
 

同意する人 
 

氏名（個人ごとに署名） 住 所 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

※記入及び提出にあたっての注意事項 

＊氏名・住所は、それぞれ本人が署名・記入してください。 

＊所得状況等の確認に関する同意書（この書類）を提出しない場合は、下記の書類を提出してください。 

①住民票の写し（謄本）（マイナンバーの記載がないもの、本人及び家族全員分が必要です） 

②所得課税証明書（収入がある者全員分が必要です） 

③市税の滞納のない証明書（収入がある者全員分が必要です） 

 

 
 



 

  



 

 

御殿場市育英奨学生応募チェックリスト 
☞連絡・問い合わせ先…御殿場市教育委員会 教育総務課  

℡0550-82-4520 

・申請者氏名 

・申請にあたっては、このチェックリストと下記書類を添えて提出してください。 

・提出いただいた書類はいかなる理由があっても返却いたしません。 

・書類不備や虚偽の申請があった場合は、選考の対象となりません。 

・申請書類を提出する方は、本人確認のため、身分証明書を必ず持参してください。 

・日中連絡のつく電話番号 

 

１ 奨学生の資格について チェック 

① 
生徒・学生本人である申請者は、高等学校・高等専門学校・大学（大学院は除く）・
短期大学・専修学校（高等課程または専門課程）に進学する者ですか？ 
もしくはすでに在学している者ですか？ 

はい  いいえ 

② 保護者の住民登録地は、御殿場市ですか？ はい  いいえ 

 

２ 提出書類について  

※『所得状況等の確認に関する同意書』の有無により提出書類が変わります。 必ずご確認ください。 
チェック 

Ａ 『所得状況等の確認に関する同意書』を提出する場合 
 

 ① 『奨学金貸与申請書』  

  全ての欄に記入してありますか？ ※個人番号は記入不要です。 はい  いいえ 

  奨学金希望の理由は詳しく記載してありますか？ はい  いいえ 

 ② 『所得状況等の確認に関する同意書』  

  
同意する人の欄には、奨学金貸与申請書の家族欄に記入した方全員について、 
それぞれ本人が署名してありますか？ 

はい  いいえ 

 ③ 『学業成績証明書』  

  

高等学校進学予定の方・・・中学校長から証明を受けていますか？ 
大学進学予定の方・・・・・・・高等学校長の証明を受けているか、学校発行の証明書ですか？ 
大学在学中の方・・・・・・・・・在学中の学校にて、学校発行の証明書ですか？ 

はい  いいえ 

    

    

Ｂ 『所得状況等の確認に関する同意書』を提出しない場合 
 

 ① 『奨学金貸与申請書』  

  全ての欄に記入してありますか？ ※個人番号は記入不要です。 はい  いいえ 

  奨学金希望の理由は詳しく記載してありますか？ はい  いいえ 

 ② 『奨学金貸与申請書』の家族欄に書かれた世帯全員分の住民票の写し（謄本）  

  家族全員分の記載はありますか？（謄本を取得しましたか？） はい  いいえ 

  
住民票にマイナンバーの記載はありませんか？ ※ある場合はマジック等で見えないようにして

ください。 
はい  いいえ 

  証明日から3か月以内のものを添付してください。 はい  いいえ 

 ③ 『奨学金貸与申請書』の家族欄に書かれた世帯全員分の所得課税証明書  

  証明日から3か月以内のものを添付してください。※収入がない方の証明は必要ありません。 はい  いいえ 

 ④ 『奨学金貸与申請書』の家族欄に書かれた世帯全員分の滞納のない証明書  

  証明日から3か月以内のものを添付してください。※収入がない方の証明は必要ありません。 はい  いいえ 

 ⑤ 『学業成績証明書』の添付はありますか？  

  
高等学校進学予定の方・・・中学校長から証明を受けていますか？ 
大学進学予定の方・・・・・・・高等学校長の証明を受けているか、学校発行の証明書ですか？ 

大学在学中の方・・・・・・・・・在学中の学校にて、学校発行の証明書ですか？ 
はい  いいえ 

   

 





 

 

様式第３号（第７条関係） 
（表）  

奨学金返還誓約書 
（兼個人情報の取扱いに関する同意書） 

 
御殿場市教育委員会 御中 
私は御殿場市育英奨学金を次のとおり借用いたします。 
つきましては、御殿場市育英奨学金貸与規則の定めを遵守し、誠実に返還することを誓約します。 
また、裏面の「個人情報の取扱いに関する同意条項」を承認し、同意します。 

 
令和  年  月  日 

貸与期間  年   月   日 ～  年   月   日 

月額 円 借用総額 円 

 

奨学生

本人 

住所 〒   － 

 

電話番号     －     －   

署名 

 

生年月日    年   月  日 

 印 

 

 
次の、連帯保証人欄記載者は、御殿場市教育委員会に対し、上記の奨学生の返還について、奨学生本人と連

帯して保証することを承認します。なお、裏面記載の「個人情報の取扱いに関する同意条項」を承認し、同意し
ます。 
 

連帯保証人 

住所 〒   － 

 

電話番号     －     －   

署名  

 

続柄         生年月日    年   月  日 

実印 

 

勤務先 

連帯保証人 

（保護者以外） 

住所 〒   － 

 

電話番号     －     －   

署名  

 

続柄         生年月日    年   月  日 

実印 

 

勤務先 

 
※記入にあたっての注意事項（この書類は必ず本人持参により提出してください。） 
１，誓約書作成時に奨学生が未成年の場合には、連帯保証人のうち１名は保護者とすること。  
２，連帯保証人は実印を押印の上、市区町村長の発行する印鑑登録証明書を各１通添付してください。 
３，連帯保証人（保護者以外）は、独立の生計を営む者で同一世帯以外の者でなければなりません。  
４，連帯保証人を立てられない場合は、貸与することができません。 
５，奨学生・連帯保証人各欄の署名は必ず本人自筆により記入してください。 
 
 



 

（裏） 

口座振込依頼書 
御殿場市育英奨学金を下記口座に振り込むよう依頼します。 

 

御殿場市教育委員会 御中 

令和   年   月   日 

    〒 

住  所                   

 

氏  名                   

電話番号                   

振 込 希 望 期 間 
       年   月   日から 貸与終了日まで 

振 込 先 金 融 機 関 

 銀  行 

信用金庫 

農  協 

 

店 

支 店 

出張所 

預金種別及び口座番号 普通 ・ 当座        

フ リ ガ ナ  

※奨学生本人名義の口座

に限ります 口 座 名 義 人 

 

※振込先口座の金融機関名・口座番号・口座名義人等がわかる通帳やカードのコピーを添付してください。 

奨学金返還明細書 

決 定 番 号  奨学生氏名  

現 住 所 
〒 

学校名 
（学部・専攻等） 

 

 
借 用 総 額 

 

 

貸 与 期 間  返 還 期 間  

返 還 方 法 
 □月 賦 … 返還回数 120回（年 12 回×10 年） 

 □半年賦 … 返還回数20回（年２回×10年）※返済月は９月と３月です 

一回あたりの

返還額 
円 （借用総額÷返還回数） 

納 付 方 法 

※口座引落しやクレジットカードによる納付はできません。下記２種類の納付書より選択してください。 

□御殿場市納入通知書  … 
御殿場市内に本支店のある金融機関または東海４県の郵便局・ 

ゆうちょ銀行の窓口にて納付できます。 

□払込取扱票□公     … 全国の郵便局・ゆうちょ銀行の窓口にて納付できます。 

※現時点での返還計画を記入してください。 

【個人情報の取扱いに関する同意条項】 

奨学生及び連帯保証人は、奨学金の支払に滞納が生じた場合は、徴収担当部署が、奨学金未納分徴収を目的に、以下の

情報を、保護措置を講じた上で、収集・保有・利用することに同意します。 

１）氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等への本人情報及び給与支払などの状況 

２）奨学生及び連帯保証人の支払能力を調査するために必要となる、奨学生及び連帯保証人が申告した資産、負債、収入、 

支出、当市奨学金以外の債務の返済状況、金融機関における取引状況、保険の加入状況 

３）奨学生が未成年者の場合は、法定代理人の同意を得るために必要となる、親権者又は未成年後見人の氏名、生年月日、 

住所、電話番号、奨学生との続柄   
 





 

御殿場市育英奨学金貸与規則（本文） 
 

 

（目的） 

第１条 この規則は、経済的理由により修学が困難な生徒及び学生に対し、御殿場市育英奨学金（以下「奨学金」という。）を貸与し、
優秀な人材の育成を図ることを目的とする。 
（奨学生の資格） 

第２条 奨学金の貸与を受ける者（以下「奨学生」という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者の子弟であること。 
(2) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）第１条に規定する高等学校、大学（短期大学を含み、大学院を除く。

以下同じ。）、高等専門学校又は法第１２４条の専修学校（高等課程及び専門課程に限る。以下同じ。）に在学する者であること。 
(3) 学業の成績に優れ、修学に堪え得ると認められる者であること。 
(4) 経済的理由により修学が困難であると認められる者であること。 

(5) 生計を一にする親族等に、市税の滞納がないと認められる者であること。 
（奨学金の額及び貸与期間） 

第３条 奨学金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、貸与の期間は、その学校における正規の修業期間

とする。 
(1) 高等学校 月額１万２，０００円 
(2) 大学 月額３万円 

(3) 高等専門学校（第１学年から第３学年までに限る。） 月額１万２，０００円 
(4) 高等専門学校（第１学年から第３学年までを除く。） 月額３万円 
(5) 専修学校（高等課程に限る。） 月額１万２，０００円 

(6) 専修学校（専門課程に限る。） 月額３万円 
（貸与の方法） 

第４条 奨学金は、４月分を合わせて、年３回貸与する。ただし、御殿場市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認めたと

きは４月分を超え、１２月以内の分の額を貸与することができる。 
（貸与の申請） 

第５条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を別に定める期日までに教育委員会に提出しなければならない。 

(1) 奨学金貸与申請書（様式第１号） 
(2) 成績証明書、出席状況調書等 
(3) 保護者その他の教育委員会が必要と認める者の収入又は所得を証明する書類（給与所得者にあっては収入を証明する書

類、給与所得者以外の者にあっては所得を証明する書類） 
２ 教育委員会が必要と認めるときは、前項に掲げる以外の書類の提出を求めることができる。 
（選考） 

第６条 奨学生の選考は、教育委員会が行い、その結果を奨学生選考結果通知書（様式第２号）により通知する。 
（返還誓約書の提出） 

第７条 前条の規定により奨学金の貸与を可とする決定を受けた者は、連帯保証人をたて、直ちに返還誓約書（様式第３号）を教育

委員会に提出しなければならない。 
２ 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。 
（奨学金の停止） 

第８条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を停止する。 
(1) 死亡したとき。 
(2) 病気その他の理由により卒業の見込みがないとき。 

(3) 学業成績又は素行が不良となったとき。 
(4) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。 
(5) その他奨学生として適当でないと認められたとき。 

（届出） 
第９条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に定める届書を教育委員会に提出しなければならない。 

(1) 休学し、復学し、又は退学したとき 休学・復学・退学届（様式第４号） 

(2) 本人、保護者又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき 重要事項変更届（様式第５号） 
(3) 進学し、又は編入したとき 進学・編入届（様式第６号） 
（奨学金の返還） 

第１０条 奨学金は、貸与の期間が終了した月の翌月から起算して１年を経過した後１０年以内に、月賦又は半年賦で返還しなければ
ならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。 

２ 奨学生が退学し、又は奨学金の貸与を停止されたときは、その翌月から前項に準じ、奨学金を返還しなければならない。ただし、

返還の期限については、教育委員会が定める。 
３ 奨学金は、無利子とする。 
（返還の猶予） 

第１１条 教育委員会は、奨学生が疾病その他特別の理由により奨学金の返還が困難な場合は、奨学金返還猶予願（様式第７号）に
よって相当の期間その返還を猶予することができる。 
（返還の免除） 

第１２条 教育委員会は、奨学生が死亡したとき、心身の著しい障害により労働能力を喪失し、若しくは労働能力に高度の制限を有
し、奨学金の返還が困難であると認められるとき、又は特別な理由があると認めたときは、奨学金返還免除願（様式第８号）によ
って奨学金の返還の全部又は一部を免除することができる。 

（返還の支援） 
第１３条 教育委員会は、奨学金の返還に係る支援をすることができる。 
２ 前項の支援のために必要な申請その他の手続は、教育委員会が別に定める。 

（補則） 
第１４条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。 




